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協議事項

2

1. マニュアル策定における対象区域について
公共交通空白地区や公共交通不便地への対応

2. 本格運行等に係る基準について
公費負担を踏まえ本格運行及び運行継続に係る基準を設定する

3. 今後の流れと地域取組との整理
モデル地域での取組み内容を反映
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生活交通とは

「地域における通勤、通学、通院、買物などの
日常生活に不可欠な身近な公共交通」（法的な
定義はない）

道路運送法の体系マニュアル策定の目的と方針について
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マニュアル策定の目的と方針について
背景 ：

 人口減少化に伴い、公共交通の担い手である運転手不足が深刻化

 今後も、限られた財源の中で、公共交通を維持するためにも地域の積極的利用が不可欠

 導入検討から運行継続に至るまで地域の積極的・継続的関与を促す仕組みが必要

出典： 猪名川町発行パンフレット
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マニュアル策定の目的と方針について

方針 ：

目的 ：  地域の“持続可能な”生活交通を確保することで、 高齢者の外出促進や地域の

活性化を図る

 実際の利用者である地域が主体となって生活交通の維持確保に取り組むことで、

“自分たちの”生活交通として、「守り」「育てる」意識を持つことができ、地域の積極

的利用を促進

 地域・行政・事業者の役割分担の明確化

公共交通空白地区や公共交通不便地の解消
交通事業者との協議
検討の場を設置
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対象区域について

箕土路
田治米団地

黄金塚

田治米団地

【凡例】

公共交通空白地区

門前

箕土路

春木・磯上

公共交通空白地区
【平成24年3月公共交通のあり方検討】

概ね鉄道駅から800ｍ、路線バスのバス停から400ｍ
（ローズバスは200ｍ）の範囲より外側の地域
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対象区域について

公共交通沿線地域 ・・・

鉄道駅については800ｍ以内、バス停については300ｍ以内と定義

「都市構造の評価に関するハンドブック（平成26年8月）」

貝塚市
南海線とＪＲ阪和線の各駅から半径１km以内、水間鉄道の各駅から
半径 500ｍ以内、バス停留所から半径 300ｍ以内

和泉市 駅鉄駅から半径 800m以内、バス停留所から半径 300m以内

隣接市
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対象区域について

最寄りのバス停から坂道が続き、道のりも長い（天神山町）

◆ 最寄のバス停との高低差・道のり
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対象区域について

地図上の最寄りのバス停との間が崖地等により迂回が必要であるため、利用バス停までの
道のりが長い。（阿間河滝町・土生滝町）
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◆ 最寄りのバス停からの道のりが長い



◆ 極めて便数が少ない地域

対象区域について
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対象区域について

１．概ね鉄道駅から800ｍ、かつバス停から300ｍ

（ローズバスは200ｍ）以上離れた居住区域

事務局案

10

２．上記のほか、地形上高齢者等の移動が著しく

不便な地域や便数が少ない地域

田治米団地

黄金塚

門前

春木・磯上

箕土路町

極楽寺町

天神山町

阿間河滝町
土生滝町



本格運行等に係る基準について

他市の事例①（相模原市）
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【乗合タクシーの場合】

【コミュニティバスの場合】



他市の事例②（倉敷市）

実際に連行した１便あたりの利用者数が１．２人未満となった場合

■１年目：利用促進計画を策定し、利用促進を図る

■２年目連続：運行日や便数など運行内容を見直す

１年目：利用促進計画を策定し、利用促進を図る

２年目連続：次年度以降、市の補助を中止する
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本格運行等に係る基準について
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公費（税）負担
（上限を設定）

地域負担
（協賛金等）

運賃

【本格運行時の経費のイメージ】

 市、利用者等が各役割を担い、持続的な運営を行うために、評価指標を設け、定期的な

検証を行う。（達成された場合も利便性向上に向けた改善策の検討・実施を行う。）

本格運行等に係る判断について

収支率50％以上を目標とし、運行収入や公費負担で賄えない場合地域の負担が発生

実証運行の実施

・地元組織の設置 ・地域ニーズの把握 ・事業実施への地域の合意

※１年度 ２地区程度を目途に実証運行について検討を想定
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本格運行等に係る基準について

評価指標（案）（乗合タクシーの場合）

視 点 評価指標 基 準

効率的な運行が図られているか
乗合率

（平均乗車人員）
１．５人／便以上

地域のニーズに合っているのか 満足度 ８０％以上
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本格運行判断

視 点 評価指標 基 準

効率的な運行が図られているか
乗合率

（平均乗車人員）
１．５人／便以上

地域のニーズに合っているのか 満足度 ８０％以上

地域により利用促進検討が図られているか 協議会活動数 月１回以上

継続運行判断



今後の流れと地域取組との整理
マニュアル策定
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今後の流れと地域取組との整理
モデル地区の選定

その後の地区の状況

【春木・磯上】
地域での移動手段確保に向けた検討を実施しきたが
実現には至っていない。
地域での検討に向けた取組をスタートし、協議会設
立を目指す

【箕土路】
空白地区解消には至っていない

【門前】
都市計画道路岸和田港福田線の供用開始
バスルートの拡充等検討必要

【黄金塚】
コミュニティバスの実証運行を実施したが本格運行に
は至っていない
地域の要望もあり、移動手段の確保に向けた対話の
場を設ける

【田治米団地】
コミュニティバスの実証運行を実施したが本格運行に
は至っていない

（平成24年3月公共交通のあり方検討より）
地域での協議状況を踏まえ選定
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